
Ⅱ－保－1 
 

保健 教科等経営案 
１．学校教育目標 

 「９年間の小中一貫教育を通して、優しさと確かな学力を身につけ、未来に向かってたくましく生き抜く梼原人の育成」 
２．教科の目標 

３～６年：心と体を一体としてとらえ，適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる

とともに健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる。 

７～９年：心と体を一体としてとらえ，運動や健康・安全についての理解と運動の合理的な実践を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育て

るとともに健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図り，明るく豊かな生活を営む態度を育てる。 

３．重点指導項目 

   ３～６年：自分自身の健康についての関心が低いので、日々の生活をふり返り、その中から児童自身に課題をみつけさせることに重点を置く。 

   ７～９年：日々の生活と照らし合わせて考え、健康の保持増進を考える。 

４．学年別指導内容 
３・４

年 

目標 

 健康な生活

及び体の発

育・発達につ

いて理解で

きるように

し，身近な生

活において

健康で安全

な生活を営

む資質や能

力を育てる。 

(1) 健康の大切さを認識するととも

に，健康によい生活について理解でき

るようにする。 

ア心や体の調子がよいなどの健康の

状態は，主体の要因や周囲の環境の要

因がかかわっていること。 

イ毎日を健康に過ごすには，食事，運

動，休養及び睡眠の調和のとれた生活

を続けること，また，体の清潔を保つ

ことなどが必要であること。 

ウ毎日を健康に過ごすには，明るさの

調節，換気などの生活環境を整えるこ

となどが必要であること。 

 

(2) 体の発育・発達について理解できる

ようにする。 

ア体は，年齢に伴って変化すること。ま

た，体の発育・発達には，個人差がある

こと。 

イ体は，思春期になると次第に大人の体

に近づき，体つきが変わったり，初経，

精通などが起こったりすること。また，

異性への関心が芽生えること。 

ウ体をよりよく発育・発達させるには，

調和のとれた食事，適切な運動，休養及

び睡眠が必要であること。 

  

５・６

年 

目標 

 心の健康，

けがの防止

及び病気の

予防につい

て理解でき

るようにし，

健康で安全

な生活を営

む資質や能

力を育てる。 

(1) 心の発達及び不安，悩みへの対処

について理解できるようにする。 

ア心は，いろいろな生活経験を通し

て，年齢に伴って発達すること。 

イ心と体は，相互に影響し合うこと。 

ウ不安や悩みへの対処には，大人や友

達に相談する，仲間と遊ぶ，運動をす

るなどいろいろな方法があること。 

 

 

(2) けがの防止について理解するとと

もに，けがなどの簡単な手当ができるよ

うにする。 

ア交通事故や身の回りの生活の危険が

原因となって起こるけがの防止には，周

囲の危険に気付くこと，的確な判断の下

に安全に行動すること，環境を安全に整

えることが必要であること。 

イけがの簡単な手当は，速やかに行う必

要があること。 

 

(3) 病気の予防について理解できるよ

うにする。 

ア病気は，病原体，体の抵抗力，生活

行動，環境がかかわり合って起こるこ

と。 

イ病原体が主な要因となって起こる病

気の予防には，病原体が体に入るのを

防ぐことや病原体に対する体の抵抗力

を高めることが必要であること。 

ウ生活習慣病など生活行動が主な要因

となって起こる病気の予防には，栄養
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 の偏りのない食事をとること，口腔の

衛生を保つことなど，くう望ましい生

活習慣を身に付ける必要があること。 

エ喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，

健康を損なう原因となること。 

オ地域では，保健にかかわる様々な活

動が行われていること。 
７ ～ ９

年 
 目標 

（1）個人生

活における

健康・安全に

関する理解

をするとと

もに、基本的

な技能を身

につけるよ

うにする。 

（2）健康に

ついての自

他の課題を

発見し、より

よい解決に

向けて思考

し判断する

とともに、他

者に伝える

力を養う。 

（3）生涯を

通じて心身

の健康を保

持増進を目

指し、明るく

豊かな生活

を営む態度

を養う。 

(1)健康な生活と疾病の予防 

 ア 健康と環境について理解を深め

ること。 

（ア）健康は，主体と環境の相互作用

の下に成り立っていること。また，疾

病は，主体の要因と環境の要因がかか

わり合って発生すること。 

（イ）健康の保持増進には，年齢，生

活環境等に応じた運動，食事、休養及

び睡眠の調和のとれた生活を続ける

必要があること。 

（ゥ）生活習慣病などは、運動不足、

食事の量や質の偏り、休養や睡眠の不

足などの生活習慣の乱れが主な要因

となって起こること。また、生活習慣

病の多くは、適切な運動、食事、休養

及び睡眠の調和のとれた生活を実践

することによって予防できること。 

（エ）喫煙，飲酒，薬物乱用などの行

為は，心身に様々な影響を与え，健康

を損なう原因となること。また，これ

らの行為には，個人の心理状態や人間

関係，社会環境が影響することから，

それぞれの要因に適切に対処する必

要があること。 

（ォ）感染症は，病原体が主な要因と

なって発生すること。また，感染症の

多くは，発生源をなくすこと，感染経

路を遮断すること，主体の抵抗力を高

めることによって予防できること。 

（カ）健康の保持増進や疾病の予防に

は，保健・医療機関を有効に利用する

 (2)心身の機能の発達と心の健康 

 ア心身の機能の発達と心の健康につい

て理解を深めるとともに、ストレスへの

対処をすること。 

（ア）身体には，多くの器官が発育し，

それに伴い，様々な機能が発達する時期

があること。また，発育・発達の時期や

その程度には，個人差があること。 

（イ）思春期には，内分泌の働きによっ

て生殖にかかわる機能が成熟すること。

また，成熟に伴う変化に対応した適切な

行動が必要となること。 

（ウ）知的機能，情意機能，社会性など

の精神機能は，生活経験などの影響を受

けて発達すること。また，思春期におい

ては，自己の認識が深まり，自己形成が

なされること。 

（エ）精神と身体は，相互に影響を与え、

関わっていること。欲求やストレスは、

心身に影響を与えることがあること。ま

た、心の健康を保つには、欲求やストレ

スに適切に対処する必要があること。 

ィ 心身に機能の発達と心の健康につ

いて課題を発見し、その解決に向けて思

考し判断するとともに、それらを表現す

ること。 

（3）傷害の防止 

ア 傷害の防止について理解を深める

とともに、応急手当をすること。 

（ア）交通事故や自然災害などによる

傷害は，人的要因や環境要因などがか

かわって発生すること。 

（イ）交通事故などによる傷害の多く

は，安全な行動，環境の改善によって

防止できること。 

（ウ）自然災害による傷害は，災害発

生時だけでなく，二次災害によっても

生じること。また，自然災害による傷

害の多くは，災害に備えておくこと，

安全に避難することによって防止でき

ること。 

（エ）応急手当を適切に行うことによ

って，傷害の悪化を防止することがで

きること。また，応急手当には，心肺

蘇生等があること。 

ィ 傷害を防止について、危険の予測

やその回避の方法を考え、それらを表

現すること。 

(4) 健康と環境 

ア 健康な生活と疾病の予防について理

解を深めること。 

（ア）身体には、環境に対してある程度

まで適応能力があること。身体の適応能

力を超えた環境は、健康に影響を及ぼす

ことがあること。また、快適で能率のよ

い生活を送るための温度、湿度や明るさ

には一定の範囲があること。 

（ィ）飲料水や空気は、健康と密接な関

わりがあること。また、飲料水や空気を

衛生的に保つには、基準に適合するよう

管理する必要があること。 

（ゥ）人間の生活によって生じた廃棄物

は、環境の保全に十分配慮し、環境を汚

染しないように衛生的に処理する必要が

あること。 

ィ 健康と環境に関する情報から課題を

発見し、その解決に向けて思考し判断す

るとともに、それらを表現すること。 
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ことがあること。また，医薬品は，正

しく使用すること。 

ィ 健康な生活と疾病の予防につい

て、課題を発見し、その解決に向けて

思考し判断するとともに、それらを表

現すること。 

 
 


